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はじめに

公共工事の品質を確保するためには，適正な施

工体制の確保が重要であり，平成１３年４月施行の

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律（以下「適正化法」という）」では，より

一層の適切な施工体制の確保が求められたところ

です。

国土交通省では，施工体制の点検要領等を定

め，各工事を担当する監督職員によって日頃から

施工体制の点検を行っているところですが，適正

化法の趣旨の徹底をより一層図るため，平成１６年

１０月から１１月にかけて，稼働中の国土交通省直轄

工事の約１３％に当たる１，２４４件の工事を対象に，

監督職員以外の職員による「施工体制に関する全

国一斉点検」を実施しました。

この取り組みは今年度で３回目となりますが，

今年度は，元請負業者の下請施工の関与状況に関

する点検に重点を置き，下請負業者の主任技術者

の資格が施工に対して適切なものかどうかを点検

することにより，元請負業者によって下請負業者

の主任技術者資格の把握が適切に行われていたか

どうかを点検する等の点検を実施しました。

今回の点検結果を見ると，施工体制台帳に不備

のある件数は増加したものの，一昨年度には不備

が目立った建設業許可票の掲示や施工体系図の掲

示は，大幅な改善が見られた昨年度からさらに改

善が見られ，発注者，施工者ともに建設業法，適

正化法に関する理解が一定のレベルに達している

ことがうかがえます。しかし，一部の工事におい

ては，施工体系図が適切な場所に掲示できていな

い等の不備や，元請負業者の下請施工への関与が

不十分であるケースが見つかりました。公共工事

の品質を確保するためには，適正な施工体制の確

保が重要です。一括下請負など，建設業法等の法

令に違反する場合は言うまでもないことですが，

元請負業者の下請施工への関与が不十分な場合に

も，施工に何らかの影響が出る恐れがあります。

国土交通省としては，さらなる適正な施工体制

の確保を図るため，引き続き，元請負業者の下請

施工への関与が不十分なケースなどについて，通

常の監督業務を通じて是正を求めるとともに，工

事成績評定への反映を行うなど，所要の施策を講

じていきます。あわせて，点検結果や法制度につ

いてまとめたチラシを配布する等により広く建設

業界へ呼びかけるとともに，地方公共団体および

関係公団等の公共工事発注機関との連携も強化

し，公共工事の品質の確保に努めていきます。

詳細は，以下のとおりです。

国土交通省直轄工事における
実施方法

� 点検時期

平成１６年１０月から１１月を全国一斉点検期間と

し，期間内に任意の実施日を定めました。

施工体制に関する全国一斉点検の
実施結果について

（前）国土交通省大臣官房技術調査課
さき や かずたか

技術管理係長 崎谷 和貴
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� 点検対象工事

請負金額が２，５００万円以上の工事（建築工事に

おいては，５，０００万円以上の工事）を対象として

実施し，特に低入札価格調査制度調査対象工事お

よび低入札工事に準じて重点的な監督業務を実施

する工事（以下「低入札工事等」という）に重点

を置いて点検を行いました。

 点検内容

建設業法，適正化法等に定める監理技術者等の

配置，施工体制台帳の整備状況等以下の項目を点

検項目としました。今年度は，元請負業者の下請

施工の関与状況に関する点検に重点を置いて点検

を実施しました。

【基本点検項目】

� 元請の監理技術者等の資格・常駐・同一性

（JV構成員含む）（建設業法第２６条等）

� 建設業許可票の掲示（建設業法第４０条）

� 建設業退職金共済制度適用事業場である旨

の掲示

� 労災保険関係成立票の掲示（労働者災害補

償保険法施行規則第４９条）

� 工事カルテの登録申請状況

【監理技術者の配置等に係る点検項目】

� 監理技術者資格者証・講習修了証の提示

（建設業法第２６条第５項等）

� 施工体制台帳の備え付け（建設業法第２４条

の７）

� 施工体系図の掲示（建設業法第２４条の７第

４項および適正化法第１３条第３項）

【元請負業者の下請施工の関与状況に関する点検

項目】

� 技術者専任（現場代理人の常駐，監理技術

者の常駐，主任技術者の常駐）

� 発注者との協議

� 住民への説明

� 官公庁等への届け出等

� 近隣工事との調整

� 施工計画（施工計画提出状況，品質管理計

画等の立案，設計図書の照査）

� 工程管理

� 出来形品質管理（品質管理に関する作業分

担，検査・試験の整理・記録，段階確認また

は施工状況検査の実施）

� 完成検査（下請業者の完成検査）

	 安全管理（KY活動，安全巡視の実施，安

全衛生責任者の常駐把握，作業主任者の資格

確認・把握，災害防止協議会の設置と開催，

店社パトロールの実施，新規入場者教育の実

施）


 下請の施工調整および指導監督（施工体制

台帳の内容把握，下請の主任技術者確認・把

握，下請に対する安全管理の指導，工程会議

の開催，下請施工に関する段階確認または施

工状況検査の実施，作業手順書の作成・指導

・監督）

� 点検方法

点検は当該工事を担当する監督職員以外の職員

により，各地方整備局の企画部工事監視官，工事

検査官，営繕部の技術・評価課長等，港湾空港部

の港湾空港整備課長等，各事務所の副所長，技術

課長および工務課長等により行いました。実施に

あたっては，主任監督員等の監督職員の立会の上

で，抜き打ちで各工事現場に立ち入り，関係資料

の提示を求め点検を行いました。

国土交通省直轄工事の点検結果

全体で１，２４４件の工事（稼働中工事９，４０７件の約

１３％）を点検しました。このうち低入札工事等

は，１５６件（稼働中工事４２７件の約３７％）でした。

� 基本点検項目

今回の点検結果を見ると，一昨年度には不備が

目立った建設業許可票の掲示も，大幅な改善が見

られた昨年度からさらに改善が見られ，発注者，

施工者ともに建設業法，適正化法に関する理解が

一定のレベルに達していることがうかがえます。

監理技術者等の常駐については，ほぼすべての

工事において常駐または不在を監督職員が承知し

ていることが確認できました。不在を監督職員が

承知していない場合もありましたが，後日確認を
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行い，常駐を確認しました。

監理技術者等の同一性については，不在である

場合や，証明書等による確認ができない場合を除

き，すべての工事において同一人であることを確

認しました。当日確認できなかった工事について

は，後日確認を行い，同一人であることを確認し

ました。

� 監理技術者の配置等に係る点検項目

監理技術者資格者証については，ほぼすべての

工事において，確認できました。

施工体制台帳の備え付けについては，ほぼすべ

ての工事において，確認できました。しかし，一

部の工事で記載漏れなどの不備が見られました。

不備が見つかった割合は，昨年度よりも増加して

います。施工体制台帳の点検の際は，添付されて

いる下請業者との契約書により契約額等を確認す

ることで一括下請負の疑義がないかや施工内容に

比べ不当に低い金額で契約されていないかについ

ても点検しました。

施工体系図については，ほぼすべての工事にお
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いて，掲示の確認を行いました。掲示場所が不適

切なケース（掲示場所が，工事関係者が見やすい

場所および公衆が見やすい場所とはなっていない

ケース）は，昨年に引き続き減少していました。

 元請負業者の下請施工の関与状況に関する

点検項目

元請負業者の下請施工の関与状況は，一部不良

や不良となるケースも見つかりました。特に，安

全衛生責任者の常駐把握，災害防止協議会の設置

と開催，下請施工に関する段階確認または施工状

況検査の実施，作業手順書の作成・指導・監督な

どの項目で不良となるケースが多く見られまし

た。また，発注者との協議，品質管理に関する作

業分担，下請業者の完成検査，工程会議の開催な

どの項目で，一部不良となるケースが多く見られ

ました。

� 低入札工事等について

低入札工事等について見ると，例えば建設業許

可票が元請，下請ともに掲示されていたものが約

８２％（全工事では約８８％），不備のない施工体制台

帳が備え付けられているものが約７８％（全工事で

は約８５％）など，総じて，通常の工事よりも悪い

結果となっていました。

� 総 括

今回の点検では，７０３件の工事（点検を行った

工事の約５７％）で不備が見つかったため，担当事

務所等に通知しました。基本点検項目および監理

技術者の配置等に係る点検項目に関しては，それ

ぞれ２２３件（約１８％），２１５件（約１７％）の工事で

不備が見つかりました。

また，元請業者の下請施工の関与状況に関する

点検項目については，５７４件（約４６％）の工事で

不備が見つかりました。不備の見つかった工事に

ついては，担当事務所等において状況を詳しく確

認し工事成績評定への反映を検討するとともに，

悪質な場合は建設業許可部局への通知を含め，厳

正に対処することとしています。

地方公共団体および関係公団等
の取り組み状況

４７都道府県，１３政令指定都市および７関係公団

等が同様の取り組みを行いました。概して良好な

結果となっており，建設業法，適正化法に関する

理解が一定のレベルに達していることがうかがえ

ますが，建設業許可票の不備があるケースなどが

見られました。

ま と め

全国一斉点検は，今年度で３回目となります

が，今回の点検結果を見ると，一昨年度には不備

が目立った建設業許可票の掲示や施工体系図の掲

示も，大幅な改善が見られた昨年度からさらに改

善が見られ，発注者，施工者ともに建設業法，適

正化法に関する理解が一定のレベルに達している

ことがうかがえます。

しかし，施工体系図が掲示されていない等の不

備や，元請負業者が下請負業者施工部分を含めた

工事全体の総合的な企画・調整等を完全には実施

していないケースが見つかりました。公共工事の

品質を確保するためには，適正な施工体制の確保

が重要です。一括下請負など，建設業法等の法令

に違反する場合は言うまでもないことですが，元

請負業者の下請施工への関与が不十分な場合に

も，施工に何らかの影響が出る恐れがあります。

国土交通省としては，さらなる適正な施工体制

の確保を図るため，引き続き，元請負業者の下請

施工への関与が不十分なケースなどについて，通

常の監督業務を通じて是正を求めるとともに，工

事成績評定への反映を行うなど，所要の施策を講

じていきます。あわせて，点検結果や法制度につ

いてまとめたチラシを配布する等により広く建設

業界へ呼びかけるとともに，地方公共団体および

関係公団等の公共工事発注機関との連携も強化

し，公共工事の品質の確保に努めていきます。

４４ 建設マネジメント技術 2005年 5月号



１

２

はじめに

わが国では，平成１１年の「民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律」

（PFI 法）の施行以来，効率的かつ効果的に社会

資本を整備・管理し，質の高い公共サービスを提

供するため，民間の資金・能力を活用する観点か

ら PFI 方式の導入が積極的に推進されていると

ころである。推進のための具体的な方策として，

国土交通省においても，財政面，税制面等の支援

措置，補助金等のイコールフッティングの確保，

情報提供，意見交換のためのセミナー等の開催な

ど多岐にわたる施策を実施している。

国土交通省では，平成１７年２月に「PFI 推進の

基本的な方針」の公表を行った。本稿では，PFI

事業の状況，これまでの取り組み，当該方針の背

景，内容等について説明する。

PFI 事業の現状

� 事業の実施状況

PFI 法に基づく事業で，実施方針が策定，公表

され，事業の具体化が進んでいるものは，平成１７

年３月３１日現在，全国で１８９事業となっている

（参考：内閣府民間資金等活用事業推進室資料）。

施設の種類としては，文化施設，医療施設，廃棄

物処理施設，公園，下水道施設，港湾施設，公営

住宅，市街地再開発，庁舎，宿舎等広範にわたり

事業が進められている。また，事業主体別では，

国２２件（うち１件は地方公共団体との共同事

業），地方公共団体１４２件，特殊法人その他公共法

人２６件となっている。実施件数については，現在

も増加している状況にある。

� PFIの制度面の動き

PFI 事業の推進においては，PFI 法に定められ

る民間資金等活用事業推進委員会（PFI 委員会）

にて事業の実施状況等の審議が行われている。平

成１６年６月には法施行後５年目を期して，「PFI

推進委員会中間報告―PFI のさらなる展開に向け

て―」が発表され，現状の PFI の課題について

法改正まで視野に入れた提案がされたところであ

る。

中間報告では，PFI の重点課題とその対応とし

て官民間の適切な責任・リスク分担の実現，事業

者選定手続きにおける公平性・透明性と経済性の

確保，VFM評価の客観性・信頼性の向上，いわ

ゆる「イコールフッティング」論，官民間の取引

コストの縮減について提案されている。その中で

も，委員会として法令の改正を求める事項とし

て，現行法では，PFI 事業で整備する公共施設と

民間収益施設が合築される場合，行政財産である

土地の貸し付けを認めているが，法改正により，

当該民間収益施設を選定事業者以外の者に譲渡す

ることを可能とすることが言及されている。今後

検討が進められると考えられる。

国土交通省におけるPFI 推進の
基本的な方針について

国土交通省総合政策局政策課
たかはし まさのり

課長補佐 高橋 政則
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平成１０年５月 「日本版PFI のガイドライン」公表
平成１１年度～ PFI セミナーの開催（毎年）

６年間で全国のべ５１カ所 計１３，０００名
の参加

平成１２年３月 「PFI 手法に関する検討１次報告」
有料道路等４事業のケーススタディ

平成１３年１月 「PFI 相談窓口」設置
平成１４年８月 PFI 事業者の公物管理上の位置付けに

ついて明確化
平成１５年１２月 VFMの算定シミュレーション（第１

次検討）を実施，公表
平成１６年３月 補助金についてBTO，BOTともに一

括交付可能と整理
平成１７年２月 VFMの算定シミュレーション（第２

次検討）を実施，公表
国土交通省の PFIの取り組み

地方公共団体が PFI事業を実施する際の補助金
等の運用に関する国土交通省基本方針

平成１６年３月
国土交通省

BTO，BOTともに，PFI 事業で整備された公共施
設に対し，補助金を一括交付することは可能である。
ただし，BOT方式に関しては，以下の点について，
個別プロジェクトごとに審査を行う必要がある。

� 長期安定的に公共施設等を管理・運営できるか
� 最終的にその公共施設等が公共に移転されること
が担保されているか
� 補助金等適正化法の適用条件（目的外使用の制
限，財産処分の制限等）をPFI 事業者が了承する
か

また，中間報告において税制のイコールフッテ

ィングについて言及されているが，今般，地方税

法の改正により，税制についても，固定資産税等

の特例措置がなされることとなっている。

以上のように，現在，PFI 法制定後，５年目を

期して，PFI 法の改正をはじめ，さまざまな議論

が活発になされている状況にある。

国土交通省のこれまでの
取り組みについて

� 取り組みの経緯

国土交通省においては，PFI 法制定以前から継

続して，以下に示すように具体の取り組みを進め

ているところである。

� PFI事業者の公物管理上の位置付けの明確

化について

PFI 事業においては公物管理法上の PFI 事業

の位置付けについて議論がされてきた。国土交通

省においては，平成１４年８月に，国土交通省所管

の公物管理法について，官民の役割分担の見直

し，財政支出の有効活用による社会資本整備の充

実，民間事業機会の創出等の観点から，解釈・運

用を整理した。その結果として，公物管理法との

関係においては，PFI 事業者は，協定等で定める

ことにより，さまざまな公物管理業務を行うこと

が可能であり，また，金融機関からの資金調達や

許認可手続き等の面でも支障が生じることはない

と考えている旨明らかにした。

	 補助金等のイコールフッティング

補助金については，PFI 事業の開始当初から，

PFI 事業に対して交付可能か否か，また，民間事

業者に所有権のあるBOT方式において交付が可

能か否か等について議論がされてきた経緯があ

る。国土交通省においては，平成１６年３月に以下

のように整理を行っているところであり，補助金

に関して従来型公共事業と PFI 事業におけるイ

コールフッティングが図られたところである。


 VFMシミュレーションの取り組み

� 趣 旨

PFI 事業のより一層の推進のため，当省では資

金面，制度面等さまざまな支援策を講ずる等の取

り組みの一つとして，平成１４～１６年度において「国

土交通省所管事業を対象としたVFM（バリュー

・フォー・マネー）簡易シミュレーション」につ

いて取り組み，その結果として，所管事業の PFI

事業への適用性，事業推進に当たって参考となる

留意点等についてとりまとめた。

� 「VFM簡易シミュレーション」の内容

「国土交通省所管事業を対象としたVFM簡易

シミュレーション」は，平成１４～１６年度に第１次

検討，第２次検討と２次にわたり実施している。

実施に当たっては，それぞれ対象事業を１３事業，

８事業を選定した。

１） 目 的

本取り組みにおいては，�国土交通省として

PFI になじむ事業の検証，�国土交通省，地方公

共団体等の担当者に対する実用書としての活用，

�官民間の対話の促進を目的として実施した。

２） 内 容

本取り組みは以下のプロセスに従って進めた。
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�ア PFI 法の対象施設と位置付けられた当省事

業のうち対象事業を選定。第１次検討では，

サービス購入型でBTO方式の PFI 事業を選

定。第２次検討では，利用料金収入のあるも

のでBOT方式も含めて，複数施設が組み合

わさったもの等の事業を選定。

�イ 税や補助金などの前提条件が事業ごとに異

なるため，各事業に則したモデルの条件設定

を行い，広くさまざまな分野の民間事業者の

意見をいただきつつ，検討を実施。

�ウ 専門家によって構成する委員会を設置し，

意見をいただきつつ，事業性の検討等を実施

し，確定版として完成。

� 得られた考察

検討対象事業におけるVFM算定結果および民

間等より得られた意見等も踏まえて，PFI 事業化

に当たっての留意事項，利用料金収入のある PFI

事業の場合の留意事項等について考察を行った。

１） PFI 事業化に当たり重要と考えられる事項

�ア 民間事業者のノウハウの保有

類似の市場が存在している場合は，類似のノ

ウハウ（特に運営業務において）を民間事業者

が保有していることが確認できる。

�イ 適切なリスク分担

公共と民間の適切なリスク分担によりVFM

の最大化が追求できる。

�ウ 基本計画の存在

しっかりとした基本計画の存在が，民間事業

者から公共が求めるサービスを導き出す役目を

果たすものである。

�エ 維持管理・運営業務の存在

長期かつ相当程度の維持管理・運営業務の存

在が，設計・建設段階での民間事業者の創意工

夫・ノウハウを引き出し，合理的な計画を導き

出すと考えられる。

�オ 一定規模以上の事業であること

民間事業者の応札コスト，民間金融機関のフ

ァイナンス組成コストを勘案して，一定の規模

以上でないと参画意欲が低下する。

�カ 公共サービスの質の向上の可能性

民間事業者にインセンティブを与える効果に

より，公共サービスの質の向上が期待できる。

２） 利用料金収入のある事業のあり方に関する考

察

�ア 利用料金収入のある事業と独立採算事業と

の関係

事業の採算性等から事業の組み立てを検討

し，必要に応じ，サービス購入型事業と組み合

わせる等の工夫が必要。

�イ 需要変動リスク

検討にあたっては，まず，政策的な必要性を

確認し，その上で，事前調査等により民間事業

者が負担するリスクと収益を把握し，参画可能

性を検討する。

�ウ 複合事業を PFI 事業として行う場合の留

意点

PFI 事業が複数の事業から構成されている場

合，各個別事業が同時に事業性を備えているこ

とが必要との考えがある。

３） 今後の課題について

�ア 望ましい事業方式の選択

施設の管理方法や管理内容，運営業務のウェ

イト等に応じて，BOT方式，BTO方式の望ま

しい方式を選定することが必要。

�イ 事業者選定に関する課題

単に事業費の多寡で評価するのでなく，事業

の安定化が図られている場合を評価する必要が

ある。

�ウ リスク評価と資金調達に関する課題

PFI 事業においてはプロジェクトファイナン

スが一般的であり，事業の安定継続のため，適

正な事業スキームの構築が必要である。

� 普及啓発活動

当省では，PFI 法が施行されて以来，PFI 事業

の推進を図るため，地方公共団体，民間企業等の

方々を対象に，平成１１年度より昨年度まで５年間

にわたり，全国でセミナーを開催している。セミ

ナーにおいては，PFI を巡る昨今の動きや，これ

までの国土交通省関係の取り組み事例の紹介等，

最新の情報提供を行い，会場の参加者と PFI を
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巡る疑問点，課題について意見交換を行ってい

る。今後も，時季を得た情報提供を行っていく予

定である。

国土交通省の今後の PFI 推進の
基本的な方針

上記のような，取り組みを進めていく中で，国

土交通省関連の PFI 事業の件数も増大してきて

いる。PFI 法に基づく事業のうち，国土交通省関

連の PFI 事業については，国土交通省実施の PFI

事業が７事業（官庁庁舎６事業（うち１事業は地

方公共団体との共同事業），空港駐車場１事業），

また，地方公共団体が主体となって実施する当省

関係の事業は２９事業であり，その内訳は，港湾４

事業，駐車場５事業，公園５事業（道の駅との連

携事業を含む），下水道４事業，市街地再開発１

事業，公営住宅等６事業，廃棄物処理施設１事業

（北海道），土地区画整理１事業，道の駅２事業

（公園との連携事業を含む）複合施設（まちづく

り交付金）事業となっており，当省関係は計３６事

業である。

国土交通省においては，平成１５年度より，「新

規着手事業のうち PFI に適する事業については

PFI で実施することを原則とし，平成１６年度末ま

でに当省関係の PFI 事業件数（実施方針公表ベ

ース）を倍増する（１７件（H１４末）→３４件以上

（H１６末））」ことを基本的な方針として，取り組

みを実施してきたところである。現在は，上記の

とおり，３６事業となっており，目標は達成できた

と考えている。

このような状況を受けて，今般，今後の PFI

事業の推進に当たって次に示すように，基本的な

方針を定め，さらなる PFI の推進を図るべく取

り組みを実施することとした。

上記方針の「３．推進目標」の背景については，

先述したように，平成１７年度において税制の特例

措置がなされることや，昨年度BOT方式につい

て補助が可能であると整理したこと等の制度面で

の充実を受けて，制度を活用して PFI を進めて

いくこととしたものである。また，推進に当たっ

ては，現在まで実施されてきた庁舎，港湾，下

水，公園等の分野をさらに拡大し，PFI で実施す

ることにより，効果的・効率的な実施が可能とな

る事業分野について積極的に実施し，また，事業

のスキームの検討にあたっては，BOT方式，独

立採算型等，さまざまな事業類型を検討し，事業

の特性に応じて適したスキームを選定することを

方針としているものである。

おわりに

平成１７年度は PFI 法の改正をはじめ，PFI を

巡るさまざまな動きが想定される。国土交通省と

しては，PFI 事業の積極的な推進，財政等におけ

る支援，多様な媒体による情報提供，意見交換等

により，PFI がより効果的に活用されるよう諸施

策を推進していく所存である。

なお，今回示した取り組み等の詳細な内容につ

いては，国土交通省ホームページの PFI 施策の

関連部分（http : //www.mlit.go.jp/sogoseisaku/

policy/kensei.htm#K5）に掲載しているので，参

照いただきたい。

平成１７年２月２１日
国 土 交 通 省

国土交通省における PFI 推進の基本的な方針について

１．基本的な考え方
国土交通省においては，効率的かつ効果的に社会資
本を整備・管理し，質の高い公共サービスを提供する
ため，民間の資金・能力を活用する観点から，PFI 方
式の導入を積極的に推進する。
２．支援方策
地方公共団体の実施するPFI 事業については，通
常の事業方式と同様に補助金を交付することや，PFI
事業についての情報発信を実施すること等により，支
援する。
３．推進目標
推進にあたっては，平成１７年度に創設される税制そ
の他の制度的枠組みを活用しつつ，事業分野・事業類
型等の拡大を図る。
また，PFI 事業件数（実施方針公表ベース）につい
て，平成１４年度末時点の件数に対し，平成１６年度末ま
でに２倍，平成１８年度末までに３倍とすることを目標
とする。
４．フォローアップ
PFI 事業の推進状況については適宜フォローアップ
を実施する。
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